
相続税と固定資産税の
土地評価の違いによる課題

こ
こ
で
は
、
所
有
者
の
異
な

る
隣
接
す
る
宅
地
に
他
の
者

（
第
三
者
）
が
建
物
を
建
築

し
、
借
地
権
を
設
定
し
た
場
合

の
宅
地
（
い
わ
ゆ
る
「
ま
た
が

り
建
物
の
敷
地
」）
の
評
価
に

つ
い
て
、
相
続
税
評
価
と
固
定

資
産
税
評
価
の
相
違
に
関
し
て

考
察
す
る
。
結
論
と
し
て
、
固

定
資
産
税
評
価
は
不
合
理
で
あ

る
と
考
え
る
。

1
�
事
案
の
概
要

甲
が
所
有
す
る
宅
地
（
甲
）

77
・
65
㎡
に
関
す
る
事
案
で
あ

る
。

⑴

宅
地
の
状
況

甲
（
本
人
）
が
所
有
す
る
宅

地
（
甲
）
と
乙
（
第
三
者
）
が

所
有
す
る
宅
地
（
乙
）
は
隣
接

し
て
お
り
、
そ
の
上
に
丙
（
第

三
者
）
が
所
有
す
る
建
物

（
丙
）
が
建
築
さ
れ
て
い
る
。

宅
地
（
甲
）
は
道
路
Ａ
と
接
し

て
お
り
、
宅
地
（
乙
）
は
道
路

Ｂ
と
接
し
て
い
る
。
道
路
Ａ
の

固
定
資
産
税
及
び
相
続
税
の
路

線
価
は
、
道
路
Ｂ
の
4
分
の
1

以
下
で
あ
る
。

⑵

取
引
関
係
等

①

宅
地
の
所
有
者
で
あ
る

甲
は
建
物
の
所
有
者
で
あ

る
丙
と
土
地
賃
貸
借
契

約
、
い
わ
ゆ
る
借
地
契
約

を
締
結
し
て
い
る
。

②

宅
地
の
所
有
者
で
あ
る

乙
は
建
物
の
所
有
者
で
あ

る
丙
と
土
地
賃
貸
借
契

約
、
い
わ
ゆ
る
借
地
契
約

を
締
結
し
て
い
る
。

③

甲
、
乙
及
び
丙
は
、
そ

れ
ぞ
れ
親
族
関
係
は
な

い
。

⑶

価
額
の
相
違

宅
地
（
甲
）
の
相
続
税
評
価

額
は
、
道
路
Ａ
（
1
0
5
8
万

円
）
を
正
面
路
線
と
し
て
7
億

7
2
2
4
万
4
7
8
0
円
（
借

地
権
価
額
を
控
除
す
る
前
の
い

わ
ゆ
る
更
地
価
額
）
と
な
り
、

一
方
、
宅
地
（
甲
）
の
固
定
資

産
税
評
価
額
は
、
道
路
Ｂ
（
3

7
3
0
万
円
）
を
正
面
路
線
、

道
路
Ａ
（
9
3
1
万
円
）
を
二

方
路
線
と
し
て
24
億
9
8
4
2

万
3
7
7
0
円
と
な
っ
た
。
固

定
資
産
税
評
価
額
は
、
相
続
税

評
価
額
の
3
倍
以
上
の
評
価
額

と
な
っ
た
。

2
�
評
価
の
方
法

相
続
税
も
固
定
資
産
税
も
そ

の
評
価
は
時
価
に
基
づ
き
、
そ

の
宅
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
路

線
価
に
基
づ
き
そ
の
価
額
を
求

め
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

⑴

相
続
税

相
続
、
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ

り
取
得
し
た
財
産
の
価
額
は
、

当
該
財
産
の
取
得
の
時
に
お
け

る
時
価
に
よ
る
も
の
と
し
、
時

価
と
は
、
課
税
時
期
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
の
現
況

に
応
じ
、
不
特
定
多
数
の
当
事

者
間
で
自
由
な
取
引
が
行
わ
れ

る
場
合
に
通
常
成
立
す
る
と
認

め
ら
れ
る
価
額
を
い
う
（
相
法

22
条
、
財
評
通
1
⑵
⑶
）。

そ
の
価
額
は
、
こ
の
通
達
の

定
め
に
よ
っ
て
評
価
し
た
価
額

に
よ
る
（
財
評
通
1
⑵
⑶
）。

ま
た
、
宅
地
の
評
価
は
、
原
則

と
し
て
、
路
線
価
又
は
倍
率
方

式
に
よ
っ
て
行
う
（
財
評
通

11
）。

⑵

固
定
資
産
税

基
準
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

に
所
在
す
る
土
地
に
対
し
て
課

す
る
基
準
年
度
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
は
、
当
該
土
地
の

基
準
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に

お
け
る
価
格
（
適
正
な
時
価
）

に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
価
格

（
適
正
な
時
価
）
の
意
義
に
つ

い
て
は
規
定
す
る
明
文
の
規
定

は
な
い
が
、
一
般
に
、
正
常
な

条
件
の
下
に
成
立
す
る
取
引
価

格
、
す
な
わ
ち
、
資
産
の
客
観

的
交
換
価
値
と
解
さ
れ
て
い
る

（
地
法
3
4
1
条
第
1
項
第

5
号
、
同
法
3
4
9
条
）。

固
定
資
産
の
価
格
の
決
定

は
、
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ

る
も
の
と
し
、
宅
地
の
価
額

は
、
路
線
価
を
基
礎
と
し
た
市

街
地
宅
地
評
価
法
に
よ
っ
て
求

め
る
（
固
評
基
準
1
章
3
節

一
、
二
）。

3
�
宅
地
の
評
価
単
位
（
画
地
の
認
定
）

相
続
税
及
び
固
定
資
産
税
に

お
け
る
宅
地
の
評
価
単
位
は
そ

れ
ぞ
れ
次
の
考
え
方
に
基
づ
い

て
い
る
。

⑴

相
続
税

宅
地
は
、
一
画
地
の
宅
地

（
利
用
の
単
位
と
な
っ
て
い
る

一
区
画
の
宅
地
を
い
う
。）
を

評
価
単
位
と
す
る
（
財
評
通
7

―
2
⑴
）。
こ
れ
は
必
ず
し
も

一
筆
の
宅
地
か
ら
な
る
と
は
限

ら
ず
、
二
筆
以
上
の
宅
地
か
ら

な
る
場
合
も
あ
り
、
一
筆
の
宅

地
が
二
画
地
以
上
の
宅
地
と
し

て
利
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
「
利
用
の
単
位
」
は
、

①
所
有
者
の
自
由
な
使
用
収
益

が
得
ら
れ
る
か
、
②
何
ら
か
の

権
利
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅

地
で
所
有
者
の
自
由
な
使
用
収

益
権
に
制
約
が
付
さ
れ
て
い
る

か
（
制
約
の
対
象
と
な
る
単
位

ご
と
に
区
分
）
と
い
う
基
準
に

基
づ
き
判
定
す
る
。

⑵

固
定
資
産
税

各
筆
の
宅
地
の
評
点
数
は
、

一
画
地
の
宅
地
ご
と
に
画
地
計

算
法
を
適
用
し
て
求
め
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
一
画
地
は
、
原
則
と
し

て
、
土
地
課
税
台
帳
又
は
土
地

補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た

一
筆
の
宅
地
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
一
筆
の
宅
地
又

は
隣
接
す
る
二
筆
以
上
の
宅
地

に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
利
用

状
況
等
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
一

体
を
な
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
部
分
に
区
分
し
、
又
は
こ
れ

ら
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
体
を

な
し
て
い
る
部
分
の
宅
地
ご
と

に
一
画
地
と
す
る
（
固
評
基
準

別
表
3
の
2
）。

4
�
検

証

⑴

公
示
価
格
に
対
す
る
割
合

土
地
評
価
の
均
衡
化
・
適
正

化
の
た
め
基
本
的
に
相
続
税
評

価
額
は
公
示
価
格
の
8
割
、
固

定
資
産
税
評
価
額
は
公
示
価
格

の
7
割
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
図

ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
上
記

1
�
の
事
案
に
お
け
る
道
路
Ａ

及
び
道
路
Ｂ
を
検
証
し
た
と
こ

ろ
こ
の
割
合
（
相
続
8
割
、
固

定
7
割
）
に
基
づ
き
路
線
価
が

設
定
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
路

線
価
に
基
づ
き
宅
地
の
評
価
を

行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
の
宅
地
の
評
価
額
は
、
固
定

資
産
税
評
価
額
が
相
続
税
評
価

額
を
大
き
く
（
3
倍
以
上
）
上

回
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
土
地

評
価
の
均
衡
化
・
適
正
化
の
た

め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
評
価
の

目
的
か
ら
乖
離
し
て
い
る
。

⑵

評
価
単
位
に
よ
る
相
違

上
記
1
�
⑶
で
示
し
た
よ
う

に
、
固
定
資
産
税
評
価
額
が
相

続
税
評
価
額
の
3
倍
以
上
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
合

理
な
実
態
が
生
じ
て
い
る
原
因

と
し
て
は
、
評
価
に
お
け
る
そ

の
評
価
単
位（
一
画
地
）の
取
り

扱
い
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。

①

相
続
税

上
記
3
�
⑴
で
示
し
た
よ

う
に
、
相
続
税
の
評
価
に
お

い
て
は
「
所
有
者
の
自
由
な

使
用
収
益
」
の
観
点
に
基
づ

き
そ
の
評
価
単
位
を
判
定
す

る
た
め
、
甲
自
身
が
所
有
す

る
宅
地（
甲
）は
他
者
の
隣
接

す
る
宅
地（
乙
）と
同
じ
建
物

の
敷
地
で
あ
っ
て
も
一
体
を

な
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
明
文
規
定

は
な
い
が
、
国
税
庁
の
「
質

疑
応
答
事
例
／
財
産
評
価
／

宅
地
の
評
価
単
位
―
借
地

権
」（
下
記
一
部
修
正
）
に

お
い
て
も
次
の
よ
う
に
示
し

て
い
る
。

2
以
上
の
者
か
ら
隣
接
し

て
い
る
土
地
を
借
り
て
こ
れ

を
一
体
と
し
て
利
用
し
て
い

る
場
合
の
借
地
権
の
価
額

は
、
借
地
権
の
目
的
と
な
っ

て
い
る
宅
地
（
甲
）
及
び
宅

地
（
乙
）
を
合
わ
せ
て
一
画

地
の
宅
地
と
し
て
評
価
し
ま

す
。な

お
、
宅
地
所
有
者
甲
及

び
乙
の
貸
宅
地
を
評
価
す
る

場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所

有
す
る
土
地
ご
と
に
一
画
地

の
宅
地
と
し
て
評
価
し
ま

す
。上

記
な
お
書
き
に
よ
り
宅

地
（
甲
）
の
み
を
一
画
地
と

す
る
こ
と
か
ら
正
面
路
線
は

「
道
路
Ａ
」
と
な
り
、
路
線

価
1
0
5
8
万
円
に
基
づ
き

評
価
を
行
う
こ
と
で
相
続
税

評
価
額
7
億
7
2
2
4
万
4

7
8
0
円
が
算
定
さ
れ
た
。

②

固
定
資
産
税

上
記
3
�
⑵
で
示
し
た
よ

う
に
固
定
資
産
税
の
評
価
に

お
い
て
、
固
定
資
産
評
価
基

準
に
よ
り
隣
接
す
る
二
筆
以

上
の
宅
地
に
つ
い
て
、
そ
の

形
状
、
利
用
状
況
等
か
ら
み

て
、
こ
れ
を
一
体
を
な
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に

区
分
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
合

わ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
一
体
を
な

し
て
い
る
部
分
の
宅
地
ご
と

に
一
画
地
と
す
る
（
固
評
基

準
別
表
3
の
2
）。

こ
れ
を
受
け
て
、
東
京
都

主
税
局
の
「
東
京
都
固
定
資

産
（
土
地
）
評
価
事
務
取
扱

要
領
第
一
節
第
6
、
2
⑴

ア
」
で
も
次
の
よ
う
に
示
し

て
い
る
。

次
の
よ
う
な
場
合
で
、
評

価
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
二
筆
以
上
の
土
地
を

合
わ
せ
て
単
位
と
す
る
。

（
略
）

⑴
宅
地

ア

隣
接
す
る
二
筆
以

上
の
宅
地
に
ま
た
が

り
、
一
個
ま
た
は
数

個
の
建
物
が
存
在

し
、
一
体
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
る
宅
地

を
も
っ
て
単
位
と
す

る
。

こ
れ
に
よ
り
宅
地
（
甲
）

及
び
宅
地
（
乙
）
を
一
体
と

し
て
一
画
地
と
す
る
こ
と
か

ら
正
面
路
線
は
「
道
路
Ｂ
」

と
な
り
、
二
方
路
線
は
「
道

路
Ａ
」
と
な
る
。
正
面
路
線

価
3
7
3
0
万
円
及
び
二
方

路
線
価
9
3
1
万
円
に
基
づ

き
評
価
を
行
う
こ
と
で
固
定

資
産
税
評
価
額
24
億
9
8
4

2
万
3
7
7
0
円
が
算
定
さ

れ
た
。

5
�
考

察

⑴

客
観
的
交
換
価
値

固
定
資
産
税
に
お
い
て
、
価

格
（
適
正
な
時
価
）
の
意
義
に

関
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い

が
、
一
般
に
価
格
（
適
正
な
時

価
）
と
は
、
正
常
な
条
件
の
下

に
成
立
す
る
当
該
土
地
の
取
引

価
格
、
す
な
わ
ち
、「
客
観
的

交
換
価
値
」
と
解
さ
れ
て
い
る

（
平
成
15
年
6
月
26
日

最
高

裁
）。
ま
た
、
正
常
な
条
件
の

下
に
成
立
す
る
取
引
価
格
と

は
、
当
該
固
定
資
産
を
売
り
た

い
者
と
買
い
た
い
者
と
の
間
で

不
正
常
な
要
素
を
排
除
し
た
条

件
の
下
に
成
立
す
る
「
売
買
価

格
」
の
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ

て
い
る
（
平
成
19
年
2
月
8
日

東
京
地
裁
）。

「
客
観
的
交
換
価
値
」
を
売

買
価
格
と
み
る
の
で
あ
れ
ば
今

回
の
事
例
は
、
宅
地
（
甲
）
の

売
買
価
格
と
宅
地
（
乙
）
の
売

買
価
格
は
接
面
道
路
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
大
き
く
乖
離
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か

ら
一
体
と
す
る
の
は
不
合
理
で

あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
貸
宅
地
に
お
け
る
本

来
の
「
客
観
的
交
換
価
値
」
と

は
、
賃
貸
す
る
こ
と
に
よ
る
利

用
価
値
と
み
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ

の
賃
貸
に
よ
る
利
用
価
値
と
考

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
宅
地

（
甲
）
と
宅
地
（
乙
）
の
面
積

当
た
り
の
賃
料
は
同
額
で
な
け

れ
ば
、
一
体
と
し
て
評
価
す
る

こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
と
考

え
る
。
土
地
の
賃
貸
借
契
約

は
、
当
然
所
有
者
ご
と
に
す
る

た
め
、
他
者
の
賃
料
に
つ
い
て

実
際
の
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
当
然
に
宅
地
（
乙
）
の

方
が
賃
料
は
高
く
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
場
合
、
や
は
り
所
有
者
ご

と
に
評
価
す
る
こ
と
が
適
切
で

あ
る
と
考
え
る
。

⑵

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務

者固
定
資
産
の
評
価
は
、
そ
の

所
有
者
に
税
金
を
課
す
た
め
に

行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
専
ら
外
形
的

な
観
点
か
ら
の
一
体
性
を
問
題

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当

該
各
宅
地
が
同
一
の
所
有
者
に

属
す
る
こ
と
は
、
一
画
地
と
評

価
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
い

な
い
」（
平
成
29
年
2
月
1
日

東
京
地
裁
）
と
す
る
所
有
状
況

を
無
視
す
る
課
税
の
在
り
方
に

は
、
理
論
的
な
根
拠
は
な
く
、

単
純
に
「
行
政
実
務
の
観
点
」

だ
け
を
重
視
し
た
評
価
だ
と
い

え
る
。

実
務
に
お
い
て
実
行
可
能
な

課
税
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
理
解

で
き
る
。
し
か
し
、
固
定
資
産

税
の
納
税
義
務
者
を
「
固
定
資

産
の
所
有
者
」
と
す
る
限
り
に

お
い
て
、
所
有
者
を
無
視
し
た

外
形
的
一
体
課
税
は
、
課
税
の

公
平
的
観
点
さ
ら
に
は
法
的
安

定
性
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の

と
考
え
る
。

冨永 典寿〔芝〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
5
年
4
月
月
次
研
究
会

道路Ｂ
（路線価）

固定37，300千円
相続42，740千円

宅地（乙）
乙（第三者）所有

建物（丙）
丙（第三者）所有

宅地（甲）
甲（本人）所有

道路Ａ
（路線価）

固定9，310千円
相続10，580千円
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